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午前10時 00分開会 

○議長 内海 猛年君 

おはようございます。 

ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よって、ただいまから令和５年第４回芦

屋町議会定例会を開会いたします。 

それでは、御手元に配付しております議事日程に従って、会議を進めてまいります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について 

○議長 内海 猛年君 

まず日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は１２月７日から１２月１８日までの１２日間にしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長 内海 猛年君 

次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

署名議員については、芦屋町議会会議規則第１２７条の規定により、５番、萩原議員と７番、松

岡議員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．行政報告について 

○議長 内海 猛年君 

次に日程第３、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申出がありましたので、書面により報告いたします。 

次に日程第４、議案第４７号から日程第１４、報告第１０号までの各議案については、この際一

括議題として上程し、町長に提案理由の説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

町長に提案理由の説明を求めます。町長。 
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○町長 波多野 茂丸君 

皆さん、おはようございます。 

それでは、本日提案いたしております議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

まずは、条例議案でございます。 

議案第４７号の「芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定」につきましては、国

の医療保険制度改革において持続可能な医療制度を構築し、国民健康保険の安定化を図るため福

岡県が示す標準保険税率に合わせるよう税率を改正するものです。また、「全世代対応型の持続可

能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布に伴い、出産す

る被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額を免除する措置が導入されたため、

条文を追加するなど条例の一部を改正するものでございます。 

議案第４８号の「芦屋町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例の一部を改正する条例の制定」

につきましては、「福岡県若年者専修学校等技能習得資金補助金交付要綱」の改正に伴い、「専修学

校等」の定義に係る引用条文が変更されたことから、条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第４９号の「芦屋町空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例の制定」につきまし

ては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正に伴い、本条例の引用条文が変更されたた

め、条例の一部を改正するものでございます。 

 次にその他議案でございます。 

議案第５０号の「指定管理者の指定」につきましては、芦屋町老人憩の家の指定管理者を指定す

るため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決をお願いするものでございま

す。 

議案第５１号の「障害者支援センターさくらの財産の譲渡」につきましては、令和６年４月１日

から障害者支援センターさくらの運営主体が社会福祉法人桃李会となることに伴い、遠賀郡４町

で所有する同センターの建物及び物品等を譲渡するため、地方自治法第９６条第１項第６号の規

定により議会の議決をお願いするものでございます。 

次に補正予算議案でございます。 

議案第５２号の「令和５年度芦屋町一般会計補正予算（第４号）」につきましては、歳入歳出そ

れぞれ７，５００万円を増額計上しています。歳入につきましては自立支援給付費国庫負担金等を

計上したほか、保育所等給食支援費補助金等を計上するとともに財政調整基金繰入金を増額計上

しています。歳出につきましてはこども計画策定事業に係る費用を計上したほか、創業促進支援事

業補助金等を増額計上しています。なお、令和６年度に体験型英語学習推進事業及び芦屋中学校

ホームステイ事業を実施するにあたり、令和５年度中に新たな業者の選定を行う必要がありますの

で業務委託に関する経費を債務負担行為として追加するものでございます。 
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議案第５３号の「令和５年度芦屋町地方独立行政法人芦屋中央病院貸付金特別会計補正予算（第

１号）」につきましては、町債の元利償還金の支払遅延に係る違約金の発生に伴うもので、歳入で

は一般会計繰入金を増額計上しています。歳出では償還金、利子及び割引料を増額計上していま

す。 

議案第５４号の「令和５年度芦屋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」につきまして

は、歳入では一般会計繰入金を増額計上しています。歳出では配置異動に伴う人件費を増額計上

しています。 

議案第５５号の「令和５年度芦屋町給食センター特別会計補正予算（第１号）」につきましては、

令和５年度中に新たな業者選定を行う必要があり、契約期間である令和６年度から令和７年度の

業務委託に関する経費を債務負担行為として追加するものでございます。 

 最後に報告案件でございます。 

報告第９号の「専決処分事項の報告」につきましては町営住宅の明渡し遅延者に対し、未払明渡

し遅延損害金の支払いを求める訴えを提起したことについて、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会に報告するものでございます。 

報告第１０号の「専決処分事項の報告」につきましては町営住宅の住宅使用料等滞納者に対し、

住宅等の明渡し及び未払住宅使用料等の支払いを求める訴えを提起したことについて、地方自治

法第１８０条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会に報告する

ものでございます。以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。 

 なお、詳細につきましては質疑の折に御説明いたしますので、よろしく御審議くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 内海 猛年君 

以上で、提案理由の説明は終わりました。 

ただいまから質疑を行います。 

まず日程第４、議案第４７号についての質疑を許します。萩原議員。 

○議員 ５番 萩原 洋子君 

  ５番、萩原です。議案第４７号芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

てお尋ねしてまいります。1点目、改正の概要についてお尋ねいたします。 

○議長 内海 猛年君 

執行部の答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長 水摩 秀徳君 
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改正の概要につきましては、大きく二つございます。まず１点目税率の改正となります。本

町の国民健康保険事業は、一般会計からの法定外繰入金に依存せざるを得ない厳しい財政運営が

続いております。また、福岡県への国民健康保険事業費納付金の納付に必要とされている標準保

険税率と本町の保険税率が大きく乖離しております。このような中、国は税収不足に伴う一般会

計からの法定外繰入金を削減するよう求めている状況にあります。このようなことを踏まえ、国

民健康保険事業の安定的な運営と赤字財政運営の解消を図るために、保険税率を福岡県が示す標

準保険税率に合わせるため、令和６年度課税分から税率を改正するものでございます。 

ただし、税率改正については国民健康保険に加入している方の負担が急激に増加することが

ないよう、段階的に改正するものでございます。 

２点目は産前産後期間の軽減制度を新たに導入するものです。これは、出産する国民健康保

険に加入している方に関わる産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を免除する措置を新たに

導入するものです。令和６年１月１日から適用するもので、免除する期間は出産予定日、または

出産の属する月の前月から４か月間となります。例えば令和６年２月が出産予定日の場合、令和

６年１月分から４月分までが免除する期間となります。なお、多胎妊娠の場合は、３か月前から

の６か月間が免除期間となります。 

以上です。 

○議長 内海 猛年君 

萩原議員。 

○議員 ５番 萩原 洋子君 

  ２点目、今後国民健康保険税の税率はどのように改正していくのかお尋ねいたします。 

○議長 内海 猛年君 

執行部の答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長 水摩 秀徳君 

  今後につきましては、先ほども申しましたように、国民健康保険に加入されている方の負担

が急激に増加することがないよう、段階的に改正するもので、今後は２年に１度の改正とし、令

和１２年度までに、福岡県が示す標準保険税率と整合を図る方針としております。よって、令和

８年度、令和１０年度、令和１２年度に税率を改正する予定でございます。なお改正する税率に

つきましては、改正時における標準保険税率との差によって算定することになります。 

以上となります。 

○議長 内海 猛年君 

ほかにございませんか。 

ないようですから、議案第４７号についての質疑を打ち切ります。 
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次に日程第５、議案第４８号についての質疑を許します。妹川議員。 

○議員 ９番 妹川 征男君 

芦屋町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例についてお尋ねいたします。この若年という

方に対する年齢は幾つからなのかということと、それから芦屋町においては何人の方がこの条例

に基づいて利用されているのか、年によって違うでしょうけれど。そして資金の貸付けですけど

も大体金額は幾らなのか。また、これ、貸与ですから、何年ぐらいで返済するのか。金額も含め

てですけれど、そこをお尋ねしたいと思います。 

○議長 内海 猛年君 

執行部の答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長 智田 寛俊君 

資料があまり手元にないので全て正確にお答えするのがちょっとできないかもしれませんが、分

かってる範囲でお答えします。 

まず、専修学校の年齢ということですね、年齢につきましては申し訳ありません、何歳までとい

うのはちょっと資料持ち合わせてないんですが、学校に入学する際になりますので、大体高校でて

１８歳からになると思います。ちょっとすぐ入学という可能性じゃない方もおられると思いますの

で、ちょっと上限のほうは後ほど別に回答させていただきたいと思います。 

それと何人が受けているのかということになりますが、今現在、受けていた方は債務が残ってる

方が１名でございます。毎年あるわけではございません。この方、そうですね。今元本のほうはこ

の方終了しておりまして、今延滞金のほうの支払いが残ってる方が 1 名おられるということにな

ります。金額につきましても、学校に入るときの入学準備金ということになりますので、すいませ

ん、こちらも金額等を手元に準備しておりませんので後ほど回答させていただきます。あと返済期

限ですね、申し訳ございません。こちらもちょっと手元に資料がございませんので後日回答を改め

てさせていただきたいと思います。 

以上です。            

○議長 内海 猛年君 

ほかにございませんか。 

ないようですから、議案第４８号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第６、議案第４９号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第４９号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第７、議案第５０号についての質疑を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第５０号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第８、議案第５１号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第５１号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第９、議案第５２号についての質疑を許します。長島議員。 

○議員 ４番 長島  毅君 

議案第５２号、令和５年度芦屋町一般会計補正予算（第４号）について質問したいと思います。

補正予算書９ページ、歳出２款総務費２目の賦課徴収費業務委託料のアクロシティ改修業務委託

（森林環境税導入対応）とありますが、まず森林環境税について説明をお願いいたします。 

○議長 内海 猛年君 

執行部の答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長 水摩 秀徳君 

森林環境税についてお答えいたします。森林環境税はパリ協定の枠組みのもとにおける我が国の

温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るために森林整備等に必要な地方財源を安定

的に確保する観点から創設されたものでございます。令和６年度から、国内に住所のある個人に対

して課税される国税で、市町村において個人住民税均等割の枠組みを用いて１人当たり年額１０

００円を市町村が賦課徴収することとされております。またその税収は全額が森林環境贈与税と

して、都道府県及び市町村へ贈与されるものでございます。個人町民、町県民税の均等割につきま

しては東日本大震災基本法に基づきまして、平成２６年度から令和５年度までの１０年間、復興特

別税として臨時的に１人当たり年額１，０００円が賦課徴収されておりました。この臨時措置が終

了し、令和６年度から新たに森林環境税が導入されるものでございます。 

以上です。 

○議長 内海 猛年君 

長島議員。 

○議員 ４番 長島  毅君 

それでは、アクロシティ改修業務委託の内容についてお伺いいたします。 

○議長 内海 猛年君 

税務課長。 

○税務課長 水摩 秀徳君 
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まずアクロシティとは本町の基幹系システムの名称でございまして、今回の業務委託は森林環境

税導入に伴いまして、税務基幹システムの改修をする必要が生じたために行うものでございます。

業務の内容につきましては森林環境税が国税であるため、単に住民税均等割の増額とはならず都

道府県民税、市町村民税と別に管理しないといけないことから、データベース項目の追加や統計資

料の様式見直し、納税通知書や納付書、所得課税証明書など諸証明に内訳を記載しないといけな

いということになりましたので、様式の見直しと必要な改正を行うものでございます。 

以上です。 

○議長 内海 猛年君 

ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第５２号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１０、議案第５３号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第５３号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１１、議案第５４号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第５４号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１２、議案第５５号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第５５号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１３、報告第９号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、報告第９号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１４、報告第１０号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、報告第１０号についての質疑を打ち切ります。 
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以上で質疑を終わります。 

お諮りします。日程第４、議案第４７号から日程第１２、議案第５５号までの各議案について

は、別紙のとおり、それぞれの委員会に審査を付託したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長 内海 猛年君 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。お疲れさまでした。 

午前 10時 25分散会 

 

 


